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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抄紙機で使用するために設計された樹脂含浸エンドレスベルト構造を製造する方法にお
いて、
ａ） ベルトのための基礎基材を設ける工程；
ｂ） 制御された方式で重合体樹脂材を前記基礎基材に沈積させる工程であって、それは
沈積の予め決められたパターンを作るために前記の沈積させられる材料のｘ，ｙ，ｚ軸を
コントロールする様に行われ、それぞれの沈積は複数の滴状をした前記材料からなってお
り；及び
ｃ） 少なくとも部分的には、前記重合体樹脂材を固着する工程；
から成る、上記の製造方法。
【請求項２】
　前記滴状は１０μ（１０ミクロン）以上の平均直径を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　均一の厚さと滑らかで且つ巨視的に単一表面を有する前記重合体樹脂材を提供するため
、前記基礎基材上に沈積させられた前記重合体樹脂材を研磨する工程から更に成る、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　工程ｂ）と工程ｃ）は前記基礎基材を横切って横方向に伸張している連続するバンド上
において逐次遂行される、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　工程ｂ）と工程ｃ）は前記基礎基材の周囲を縦方向へと伸張している連続するストリッ
プ上において逐次遂行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　工程ｂ）と工程ｃ）は前記基礎基材の周囲で螺旋状に遂行される、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　工程ｂ）において、前記の予め決められたパターンは予め決められた配列に並べられて
いる複数の個別の場所から成る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　工程ｂ）において、前記の予め決められたパターンは予め決められた配列において複数
の個別の空白領域を規定している連続的なネットワークから成る、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　工程ｂ）において、前記の予め決められたパターンは前記基礎基材中へと伸張している
半連続的なネットワークから成る、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　工程ｂ）において、前記の予め決められたパターンは視覚的に滑らかで均一的である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　工程ｂ）において、前記重合体樹脂材は、ふぞろい又は均一である前記の予め決められ
たパターンにおいて、前記基礎基材を覆って望ましい厚さの層を形成する、請求項１に記
載の方法。
【請求項１２】
　工程ｂ）において、前記重合体樹脂材は少なくとも一台の個別のコンピュータによって
コントロールされたピエゾジェットから成るピエゾジェットの配列によって沈積させられ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　工程ｂ）と工程ｃ）との間の
ｉ） 前記の予め決められたパターンとの一致を測定するために、前記重合体樹脂材の実
際のパターンを検査する工程；
ｉｉ）前記の予め決められたパターンから逸脱したものを排除するために、前記重合体樹
脂材の実際のパターンを訂正する工程；
から更に成る、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検査工程は、ディジタルカメラと連動して作動する高速パターン認識（ＦＰＲ）処
理装置によって実行される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記修復工程は前記ＦＰＲ処理装置に連結された訂正ジェットの配列によって遂行され
る、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記の樹脂を固着させる工程は前記重合体樹脂材を熱源へ曝すことによって遂行される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記の樹脂を固着させる工程は前記重合体樹脂材を冷たい空気に曝すことによって遂行
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記の樹脂を固着させる工程は前記重合体樹脂材を化学線に曝すことによって遂行され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記ピエゾジェットの配列は個別のコンピュータによってコントロールされた複数のピ
エゾジェットから成り、ここで前記の個別のコンピュータによってコントロールされてい
る幾つかのピエゾジェットは一方の重合体樹脂材を沈積させており、他の個別のコンピュ
ータによってコントロールされているピエゾジェットは別の重合体樹脂材を沈積させてい
る、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　ある重合体樹脂材は親水性であり、他の重合体樹脂材は疎水性である、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記重合体樹脂材は単一平面をもつ均一な厚さの層という形で沈積させられる、請求項
１０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記重合体樹脂材は３次元構造を持った表面を有する均一でない厚さの層に沈積させら
れる、請求項１１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記のベルトの製造を速めるために、バルクジェットを用いて、前記の予め決められた
パターンで、前記基礎基材に重合体樹脂材を沈積させる工程を、工程ｂ）として更に含む
、請求項１２に記載の方法。
【請求項２４】
　バルクジェットを用いた前記沈積工程は、ピエゾジェットの配列による工程ｂ）に先行
して実行される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　バルクジェットを用いた前記沈積工程は、ピエゾジェットの配列による工程ｂ）ととも
に同時に実行される、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　工程ａ）と工程ｂ）の間に、前記基礎基材の全表面を膜で覆い不浸透性にするために重
合体樹脂材を前記基礎基材へと沈積させるという工程を更に含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記重合体樹脂材はバルクジェットの配列によって前記基礎基材へと沈積させられてい
る、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記重合体樹脂材は、少なくとも一台の個別のコンピュータによってコントロールされ
ているピエゾジェットから成るピエゾジェットの配列によって沈積させられている、請求
項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　織布、不織布、螺旋形をした布、スパイラルリンク形をした布、ニット状の布、メッシ
ュ状の布、又はストリップの幅よりも大きな幅を有するベルトを形成するために最終的に
螺旋状に巻かれるストリップ、から成っているグループから選ばれた基礎基材を設ける工
程を含む、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は部分的には、材料のウェブから、より詳しくは、抄紙機において紙製品へと加
工される繊維状のウェブから水を抽出するための機構に関する。具体的には、本発明は抄
紙機のシュー型のロングニッププレスで使用するために、及び他の製紙と紙加工に関する
応用として設計された樹脂含浸エンドレスベルト構造を製造するための方法である。
【背景技術】
【０００２】
　製紙過程の間で、セルロースの繊維から成る繊維状のウェブは、抄紙機の形成部におい
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て繊維状のスラリーを沈積させることによって形を成した構造へと形成される。大量の水
が形成部にあるスラリーから排出され、その後、新たに形成されたウェブがプレス部へと
導かれる。プレス部は一連のプレスニップを含んでおり、そこで繊維状のウェブは水を取
り除くための圧縮力をうける。ウェブは最終的に、ウェブがその周囲に配される加熱され
た乾燥ドラムを含む乾燥部へと導かれる。加熱された乾燥ドラムは紙製品を生み出すため
に、蒸発脱水を通してウェブの含水量を望ましいレベルまで下げる。
【０００３】
　エネルギーコストの上昇は、乾燥部へ入る前にウェブを可能な限り脱水することをます
ます望ましくしている。乾燥ドラムは一般的に蒸気によって内部から熱せられるので、蒸
気の製造に関わるコストは、特に膨大な量の水がウェブから取り除かれなければならない
とき、相当な額となる。
【０００４】
　伝統的に、プレス部は一組の隣接したシリンダープレスロールによって形成された一連
のニップを含んでいる。近年では、シュー型のロングプレスニップを使うことは一組の隣
接するプレスロールによって形成されたニップを使うことより、有利であると考えられて
いる。それは、ウェブがニップで加圧される時間が長ければ長いほど、水は取り除かれ、
それに続いて水は乾燥部における蒸発脱水を通して除去されるために、ウェブに後まで残
ることがなくなるからである。
【０００５】
　本発明は部分的にシュー型のロングニッププレスに関するものである。この多種あるロ
ングニッププレスにおいて、そのニップはシリンダープレスロールとアーチ型圧力シュー
の間に形成されている。後者はシリンダープレスロールと近い曲率半径を有しているシリ
ンダー状の凹型表面を有している。そのロールとシューが互いに物理的にきわめて近接し
て設置されているとき、ニップは形成され、それは２つのプレスロールによって形成され
たものより、縦方向において５から１０倍の長さになる。ロングニップは通常の２つのロ
ールプレスにおけるニップより５から１０倍の長さになるので、繊維状のウェブがロング
ニップにおいて加圧されている間の、いわゆる休止時間が２ロールプレスにおけるときよ
りもそれ相当に長くなる。その結果、抄紙機で通常のニップを使うことで得られるものと
比較して、ロングニップによる繊維状のウェブからの脱水量は劇的に増加する。
【０００６】
　シュー型のロングニッププレスは、特許文献１において開示されているような特別なベ
ルトを必要とする。特許文献１の教示はここで参照によって本文中に組み込まれている。
そのベルトは、繊維状のウェブをサポートし、運搬し、脱水するプレス布を、固定された
圧力シューの上を直接的に滑って接触することで結果として生じる加速的な摩滅から保護
するために設計された。そのようなベルトは、油の潤滑膜上に固定されたシューの上に乗
ったり滑ったりする、滑らかで不浸透性の表面を備えてなければならない。そのベルトは
プレス布とおおよそ同じ速度でニップを通過し、それ故にプレス構造とベルトの表面との
摩擦を最小限に抑える。
【０００７】
　特許文献１で開示されている多種のベルトは、エンドレスループの形を成している織っ
て作られた基礎布に、合成重合体樹脂を含浸させることによって作られる。その樹脂は少
なくともベルトの内側表面にある程度の予め決められた厚さのコーティングを形成してい
るので、その結果、基礎布が織られた糸はロングニッププレスのアーチ型圧力シュー部と
の直接接触から好ましくは保護される。特に、このコーティングは潤滑されたシュー上を
容易に滑り、及び潤滑油がベルトの構造に浸透してプレス布や織物、繊維状のウェブを汚
すことを防ぐために、滑らかで不浸透性の表面を有してなければならない。特許文献１で
開示されているベルトの基礎布は、単層又は多層織りのモノフィラメント糸から織られ、
及びそれは浸透材が織物に全体的に含浸することを許すほど、実質的に目が粗く織られて
いる。このことは、最終的なベルトにおける、いかなる隙間の形成の可能性をも排除する
。そのような隙間は、ベルトとシューの間で使用されている潤滑油がベルトを通過し、プ
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レス布や織物や繊維状のウェブを汚すことになるだろう。その基礎布は平らに織られ、続
いてエンドレス型に縫い合わせられるか、又は管型に織られる。
【０００８】
　浸透材は固体状へと硬化させられたとき、力学的連結によって基礎布と結びつき、そこ
で硬化した浸透材は基礎布の糸を取り囲む。加えて、硬化した浸透材と基礎布の糸の材料
との間に、ある化学的結合あるいは接着が生じ得る。
【０００９】
　備え付けられたロングニッププレスのサイズの要件に依存している、特許文献１で開示
されているようなロングニップベルトは、そのエンドレスループ型を縦に測ると、およそ
１０から３５フィート（約３から１１メートル）の長さがあり、その型を横に測ると、お
よそ６から３５フィート（約２から１１メートル）の幅がある。そのようなベルトの製造
は、合成重合体樹脂の含浸の前に基礎布がエンドレス形であるという要件によって、困難
となっている。
【００１０】
　ベルトの内側表面と同様に外側表面にも、ある予め決められた厚さの樹脂コーティング
を備えさせることはしばしば望ましい。ベルトの両面をコーティングすることによって、
その織って作られた基礎布は、ベルトの屈曲の中心軸と一致しないとしても、これに近接
するであろう。そのような状況において、ベルトが抄紙機上のロールやそれと同様のもの
の周囲を通過するように曲げられているときに生じる内部のひずみによって、コーティン
グがベルトの各側部から裂けてしまうといったことはなくなるであろう。
【００１１】
　更に、ベルトの外側表面がある予め決められた厚さを持つ樹脂コーティングを有してい
るとき、それは溝や出口のない穴を開けられたホールや他の窪みが、織って作られた基礎
布の如何なる部分をも露出させること無しに、その表面に形成されることを可能としてい
る。これらの特徴はプレスニップにおいてウェブから押し出された水の一時的な貯蔵所を
与えるということであり、これらは樹脂コーティングの硬化に続く分離製造工程における
、溝切りや穴開けによって通常作られる。
【特許文献１】米国特許第５，２３８，５３７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，２９８，１２４号明細書
【特許文献３】米国特許第４，４２７，７３４号明細書
【特許文献４】米国特許第４，５６７，０７７号明細書
【特許文献５】米国特許第５，３６０，６５６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明はこの特定の問題に対する解決策、すなわち、外側表面に溝や出口のない穴を開
けられたホールやそれらと同様のものといった形で間隙容積を有している樹脂含浸エンド
レスベルト構造を製造するための先行技術による方法を特徴付けている、分離製造工程や
各工程に不可欠なものを提供する。更に本発明は、カレンダーやトランスファーベルトと
いった他の製紙や紙加工に関する応用において使用される樹脂含浸エンドレスベルト構造
を製造するための、代替方法を提供する。例えば、特許文献２は、抄紙機におけるオープ
ンドローを排除した際に使用されるものとして設計されたシートトランスファーベルトを
示している。そのベルトは強化基材と、強化基材の紙を支持する側にポリマーコーティン
グを有している。そのポリマーコーティングは２つ以上の異なった重合体樹脂材、例えば
親水性材料と疎水性材料の混合物であり、各々はトランスファーベルトの表面に微視的な
部位を形成している。
【００１３】
　最終的に、トランスファーベルトの品質とは、重合体樹脂材が混合されたサイズや均一
性によって決定される。本発明はまた、トランスファーベルトの表面に予測可能且つ再生
可能なやり方という点で、異なる特質を持つ微視的な部位を提供するための代替方法とい
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う形で、この問題に対する解決策を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　従って、本発明は抄紙機のロングニッププレスにおいて使用されるため、及び他の製紙
や紙加工に関する応用のために設計された樹脂含浸エンドレスベルト構造を製造するため
の方法である。この方法はベルトに基礎基材を提供するという、第一の工程から成る。そ
の基礎基材は以前に、内側又は外側表面に層を形成する重合体樹脂材が含浸されたもので
あってよい。別法では、その基礎基材は本発明を実施している間にその全表面を覆うため
に、重合体樹脂材をその基礎基材へと沈積させることによって、不浸透性にされてよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　いかなる場合においても、重合体樹脂材は精密に予め決められたパターンで基礎基材へ
と沈積させられ、その予め決められたパターンが、製造されているベルトの表面を特徴付
けているのである。重合体樹脂材は以前に適用されたいかなるパターン上にも、予め決め
られたパターンにおける望ましい厚さの層を形成する。重合体樹脂材は平均直径が１０μ
（１０ミクロン）以上ある滴状で沈積させられる。少なくとも、１つのピエゾジェットが
重合体樹脂材を基礎基材へと沈積させるために使用されるのではあるが、そのサイズの滴
状に沈積させる他の手段は、当業者に知られているか、又は将来において開発されピエゾ
ジェットの代わりに使用され得る。そのとき、重合体樹脂材は適切な手段で定着、又は固
着されている。
【００１６】
　続いて、重合体樹脂材のコーティングは均一な厚さと滑らかで且つ巨視的には単一表面
を備えるために、任意に研磨されてよい。
【００１７】
　本発明は今、以下に認められる図面を頻繁に参照することで、より完全な詳細が述べら
れるであろう。
【実施例】
【００１８】
　本発明通りにベルトを製造するための方法は、基礎基材の用意から始まる。一般的に、
その基礎基材はモノフィラメント糸から織られた布である。しかし、更に広くは、その基
礎基材は、抄紙機クロージングの生産において使用される様々な糸、又はモノフィラメン
ト糸、撚られたモノフィラメント糸、マルチフィラメント糸、撚られたマルチフィラメン
ト糸のような不織品や不織布を製造するために使用されるベルトの糸から成る、織られた
り、織られてなかったり、スパイラルリンク形をしていたり、ニットだったりする布地で
あってよい。これらの糸は、当業者によって、この目的のために使用される重合体樹脂材
から押出されることによって得られてよい。それゆえに、ポリアミド、ポリエステル、ポ
リウレタン、ポリアラミド、ポリオレフィンやその他の樹脂といった系統の樹脂が、使用
されてよい。
【００１９】
　別法では、基礎基材は、特許文献３で開示されているように、メッシュの布地から構成
されてもよい。特許文献３の教示はここで参照により本文中に組み込まれている。基礎基
材は更に、特許文献４のように、多くの米国特許で開示されている多様なスパイラルリン
クベルトであってもよい。特許文献４の教示はここで参照によって本文中に組み込まれて
いる。
【００２０】
　更に基礎基材は、特許文献５などによって開示されている方法通りに、織られたり、織
られなかったり、ニットであったり、メッシュであったりする布のストリップを螺旋状に
巻くことによって、製造されてよい。特許文献５の教示はここで参照によって本文中に組
み込まれている。その基礎基材は従って螺旋状に曲げられたストリップから成ってよいし
、そこにおいて各々の螺旋回転は縦方向に基礎基材をエンドレス形にする連続的な縫い目
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によって、隣接するものと連結されている。
【００２１】
　上記のことが基礎基材のための唯一の可能的形式であると見なされるべきではない。抄
紙機クロージングにおける技術者や関連する技術などによって使用される、あらゆる多様
な基礎基材も代替的に使用されてよい。
【００２２】
　一度基礎基材が設けられたら、ステープルファイバーバットの一つ以上ある層は当業者
によく知られている方法によって、その基材の２つの側部の片方又は両方に任意に取り付
けられてよい。おそらく、最もよく知られており、且つ一般的に使用されている方法はニ
ードリングであり、その方法ではバットの中の個々のステープルファイバーが複数の往復
運動する有刺針によって、基礎基材へ打ち込まれている。別法では、個々のステープルフ
ァイバーは水でからませることによって基礎基材へ取り付けられてもよく、その方法では
水の鋭い高圧のジェットが上記の往復運動する有刺針と同じ働きをする。一度ステープル
ファイバーバットが当業者によく知られているそれらの方法によって基礎基材へと取り付
けられたら、それは抄紙機の乾燥部において水分を含んだ紙を脱水するために一般的に使
用される様々なプレス布のものと同様の構造を有すると、一般に認められるであろう。
【００２３】
　同様に、一番目の層又は付加的なバットを、樹脂が適用された後の構造へ適用すること
は必要である。そのような場合、パターンのある樹脂がバットファイバーの層の下にある
ことになる。
【００２４】
　更に別法では、その基礎基材は、少なくとも部分的にはその構造へと浸透して２つ側部
の片方で望ましい厚さを形成し得る重合体樹脂材のコーティングを備えることで、空気や
水といった流体に対して不浸透にされた構造となってよい。これはベルトをロングニップ
プレスにおいて使用することが意図された特殊な場合であり、その内側表面にある予め決
められた厚さを持つ重合体樹脂材の層を必要とし、そのため基礎基材はロングニッププレ
スのアーチ型圧力シュー部との直接接触から保護され得る。本発明に従って製造されたベ
ルトはシュー型のロングニッププレスのためのロングニッププレスベルトとして、及びカ
レンダリングやシートトランスファーといった他の紙製造や紙加工に関する応用として使
用されてよい。
【００２５】
　ステープルファイバーバット材が付加されているか、及び２つの側部の片側に望ましい
厚さの重合体樹脂材の層が存在するかどうかに関わらず、一度基礎基材が供給されたら、
それは図１において概略的に記されている装置１０に取り付けられる。基礎基材は抄紙機
に設置されている間はエンドレス形、又はエンドレス形へと縫われていることは理解され
るべきである。すなわちそれは、図１において記されている基礎基材１２が、基礎基材１
２の全長の比較的に短い部分であると理解されるべきということである。基礎基材１２が
エンドレス形である場合、それは１組のロール付近に実際には取り付けられるだろう。そ
れは図では表示されていないが、抄紙機クロージング技術の技術者に最もよく知られてい
る。そのような状況において、装置１０は２つのロールの間にある基礎基材１２の２つあ
る経路のうちの１つ、最も好都合な場合には上部の経路に配置されるであろう。しかし、
エンドレス形であるのかどうかによって、基礎基材１２は加工の間に適切な度合いの張力
を好ましくはかけられる。更に、たるみを防止するために、基礎基材１２は装置１０を通
過している間、水平動の支持部材によって下から支持されてよい。
【００２６】
　更に具体的に図１に言及するならば、本発明の方法が実行されると、基礎基材１２は装
置１０の中を上方へと動くよう指示されており、装置１０はベルトがそこで製造されるよ
うに、基礎基材１２が次々と通過することが出来る連続した幾つかのステーションから成
っている。
【００２７】
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　ステーションは下記のように認められる：
　　１．　ポリマー沈積ステーション１４；
　　２．　画像／修復ステーション２４；
　　３．　任意定着ステーション３６；及び
　　４．　任意研磨ステーション４４
　基礎基材１２が空気や水のような流体に対して不浸透にされていない場合、本発明に従
って、少なくとも部分的には基礎基材１２に含浸する重合体樹脂材のコーティングで、基
礎基材１２を不浸透性にするために基礎基材１２の全表面を覆うことが望ましい。これは
、装置１０の最初のステーションである、ポリマー沈積ステーションを使用することによ
って、完遂される。
【００２８】
　ポリマー沈積ステーション１４において、横断レール１８、２０に取り付けられ、装置
１０を通る基礎基材１２の運動と横方向に平行移動している、すなわち基礎基材１２の運
動と平行方向であるピエゾジェットの配列１６は、基礎基材を不浸透性にし、基礎基材１
２が静止している間に望ましい厚さの層を任意に形成するために、基礎基材１２の上又は
中に望ましいの量の重合体樹脂材を堆積させる、という度重なる工程を通した沈積のため
に使用されることができる。ポリマー沈積ステーション１４に取り付けられている、バル
クジェットの配列のような、代替のメータリング装置もまたこの目的のために使用される
ことができる。基礎基材１２を覆う１つ以上のパスは、望ましい量の重合体樹脂材を沈積
させるためにピエゾジェットの配列１６、又は代替のメータリング装置によって、作られ
ることができる。
【００２９】
　一度これがなされると、もし望まれるならば、ピエゾジェットの配列１６は重合体樹脂
材を予め決められたパターンで基礎基材１２へと沈積させるために使用される。別法では
、以前記されたように、本発明の実施として要求される小さな滴状に沈積させるための他
の方法は、下記において論じられるのだが、当業者に知られて、又は未来に開発されてよ
く、及び本発明の実施において使用されてよい。重合体樹脂材は以前適用された重合体樹
脂材をおおって、前もって決められたパターンで望ましい厚さの層を形成する。そのパタ
ーンは、基礎基材１２の両表面中に実質的に伸張し、ベルトの表面に隙間容積を与える個
別の穴に対応する配列の最終的な場所である個別の空白領域の配列を規定する、連続的な
ネットワークであってよい。
【００３０】
　別法では、重合体樹脂材は、例えば基本的に線形に、従って一般的に平行で互いに同じ
間隔を有する線を形成し、基礎基材１２中に実質的に伸張している半連続的パターンのよ
うな、半連続的ネットワークという形に沈積させられてよい。そのような線は、直線か折
れ線である。更に一般的にいって、半連続的ネットワークは直線又は曲線、又は直線と曲
線両方の線分を有している線から成り、その線というのはお互い一定の間隔に置かれてお
り、交わったりすることはない。最終的に、半連続的ネットワークは複数の溝、すなわち
水分を含んだ紙シートから押し出された水の一時的な貯蔵庫として隙間容積を提供する溝
を、完成したベルトの表面に提供する。
【００３１】
　更に別法では、重合体樹脂材は、例えば十字形の溝を規定するような個別の場所の配列
で沈積させられてもよい。
【００３２】
　各々の場合において、重合体樹脂材は自らが沈積させられた場所で以前適用された重合
体樹脂材を覆って予め決められた高さへと隆起する。そのようなとき、重合体樹脂材は最
終的に基礎基材１２の表平面の内部に、又は基礎基材１２の表平面にさえ、あるいは基礎
基材１２の表平面の上に完全に備わっている。基礎基材１２を覆う１つ以上のパスは望ま
しい量の重合体樹脂材を沈積させるために、ピエゾジェットの配列１６によって作られた
ものである。
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【００３３】
　これら２つの操作、すなわち、不浸透性にするために重合体樹脂材で基礎基材１２をコ
ーティングすることと、予め決められたパターンでそこに付加的な重合体樹脂材を沈積さ
せることは、単一の操作によって実行されることができる。換言するなら、ポリマー沈積
ステーション１４は、例えば最初に基礎基材１２全体をコーティングし、それから続く操
作として、予め決められたパターンで付加的な重合体樹脂材を適用するという代わりに、
ある予め選択された厚さになるように重合体樹脂材で基礎基材１２を覆い、それから予め
決められたパターンで付加的な重合体樹脂材を適用するために使用されることができる。
【００３４】
　幾つかの応用において、予め決められたパターンとは、ベルトの表面が視覚的に滑らか
で且つ均一であるように作られているのだが、しかし２つ以上の異なった重合体樹脂材の
内の１つからそれぞれ形成された微視的な部位を有していることもまた理解されるべきで
ある。
【００３５】
　加えて、材料の沈積は基礎基材の動きと必ず交差しないといけないのではなく、そのよ
うな運動と平行、またそのような動きに対して螺旋形、又は目的に適合した他のやり方で
もあり得る。
【００３６】
　ピエゾジェットの配列１６は少なくとも一つ、しかし好ましくは複数の個別のコンピュ
ータにコントロールされた、能動部品が圧電素子のポンプのように各々が機能しているピ
エゾジェットから成る。実際的な問題として、２５６個以上あるピエゾジェットの配列は
、もし技術が許すのであれば利用されてよい。その能動部品は応用電気信号によって物理
的に変形させられた結晶（ｃｒｙｓｔａｌ）やセラミックである。この変形は結晶やセラ
ミックをポンプとして機能させることができ、そのポンプは適切な電気信号を受信するた
びに、液状の物質を物理的に排出する。以上のように、コンピュータにコントロールされ
た電気信号に反応して、望ましい材料の滴を供給するためにピエゾジェットを使用するこ
の方法は、通常“ドロップオンデマンド”方式と呼ばれている。
【００３７】
　再び図１を参照するが、基礎基材１２の端部から、又はそこにおいて縦に伸張している
基準スレッドから好ましくは始まっているピエゾジェットの配列１６は基礎基材１２を横
切って縦方向と横方向に平行移動し、基礎基材１２が静止している間に、上記のパターン
の一つで１０μ（１０ミクロン）以上の公称直径、例えば５０μ（５０ミクロン）や１０
０μ（１００ミクロン）、を有しているかなり小さな滴状で、上述されたパターンに重合
体樹脂材を沈積させる。基礎基材１２と関係するピエゾジェットの配列の縦方向や横方向
への平行移動や、配列１６における各々のピエゾジェットから重合体樹脂材の滴を沈積さ
せることは、繰り返し望ましい形に望ましい量の材料を積み重ねるように、基礎基材１２
の内部に、また望まれるならばその上に重合体樹脂材の予め決められたパターンを作り出
すために、コンピュータによって形成されているパターンの３平面、長さ、幅、深さ又は
高さ（ｘ、ｙ、ｚ軸、又は方向）における形状をコントロールするための制御の取れた方
法でコントロールされている。基礎基材１２を覆う１つ以上のパスは望ましい量の重合体
樹脂材を沈積させるために、ピエゾジェットの配列１６によって作られた。
【００３８】
　ピエゾジェットの配列が基礎基材１２の表面の選択された領域の上、又はその中に、重
合体樹脂材を沈積させるために使用されていることを特徴とする本発明において、重合体
樹脂材の選択は、放出されるとき、すなわち重合体樹脂材が沈積のために用意がされ、ピ
エゾジェットのノズルにあるとき、その粘度が１００ｃｐｓ（１００センチポイズ）以下
であるという要件によって制限されているので、個別のピエゾジェットは一定の給滴率で
重合体樹脂材を供給することが出来る。重合体樹脂材の選択を制限している２つ目の要件
は、重合体樹脂材が、水滴のようにピエゾジェットから基礎基材１２へと落ちる間、又は
基礎基材１２の上に乗った後に、流れ出すことを防ぎ、望ましいパターンに沈積を確実に
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行うよう重合体樹脂材のコントロールを維持するために、部分的に定着してなければなら
ないということである。それらの基準に適合する、適当な重合体樹脂材は以下のものであ
る：
　　１．　ホットメルトと湿分硬化ホットメルト；
　　２．　ウレタンとエポキシから成る２体反応システム；
　　３．　ウレタン、ポリエステル、ポリエーテルやシリコーンから得られた反応性のア
クリル化モノマーや、アクリル化オリゴマーから成る、感光性樹脂の組成物；及び
　　４．　水性ラテックスと水性分散体、及びアクリル樹脂とポリウレタンを含む粒子充
填処方。
【００３９】
　上述されているように、ピエゾジェットの配列１６は平均直径が１０μ（１０ミクロン
）以上の極めて小さな滴状に重合体樹脂材を供給することが可能であるが、それは放出時
におけるその粘度が１００ｃｐｓ（センチポイズ）以下の場合に限られている。更に、ピ
エゾジェットの配列１６は非常な精密さで重合体樹脂材を一度に一つの層へ沈積させるこ
とができ、及び均一の厚さを獲得するために基礎基材１２上に形成された層の表面を磨く
必要をなくし、当業者が重合体樹脂材のｚ方向の形状をコントロールすることを可能とさ
せている。すなわち、ピエゾジェットの配列１６は、表面が研磨されることがなくとも単
一平面になる、あるいは表面がある決められた３次元構造となるような精密さで重合体樹
脂材を沈積させる。更に、２つ以上の種類の重合体樹脂材から成る微視的な領域を有する
表面を作るために、ピエゾジェットの配列にある幾つかの個別のピエゾジェットはある重
合体樹脂材を沈積させるために使用され、一方他のピエゾジェットは違う重合体樹脂材を
沈積させるために使用されることができる。上記において論じられたように、このやり方
は、例えば親水性材や疎水性材といった２つ以上の重合体樹脂材から成る微視的な領域を
有する表面を持つシートトランスファーベルトを製造するために取られることができる。
【００４０】
　材料を沈積させる際のジェットの精度の程度は、形成される構造の大きさと形に依存す
るであろう。使用されるジェットの型や適用される材料の粘度は、また選択されたジェッ
トの精度に影響を与えるだろう。
【００４１】
　更に、本発明の代替的な実施態様において、ピエゾジェットの配列１６は一つ以上のバ
ルクジェットを含んでよく、そのバルクジェットは重合体樹脂材を基礎基材１２に沈積さ
せるものであり、ピエゾジェットによる沈積よりも速い速度でなされる。バルクジェット
によって沈積させられる重合体樹脂材の選択は、ピエゾジェットによって沈積させられる
合成樹脂材のための粘度要件によっては、決定されない。ポリウレタンや感光性樹脂とい
った、より多様な種類の重合体樹脂材がバルクジェットを使用することで沈積され得る。
実際、ピエゾジェットは高度な分離能で基礎基材１２上の重合体樹脂材によって作られた
パターンの詳細を精緻化するために使用される一方、バルクジェットは未分離のままで“
大量”の合成樹脂材を基礎基材１２に沈積させるために使用される。バルクジェットはピ
エゾジェットに先行して、あるいはそれと同時に作動する。この方式において、基礎基材
１２に重合体樹脂材のパターンを備えさせる全プロセスが素早く、及び効果的に進行する
。基礎基材１２を覆う一つ以上のパスは望まれる量の重合体樹脂材を沈積させるために、
ピエゾジェットの配列１６とバルクジェットによって作られる。
【００４２】
　重合体樹脂材は、沈積に続いて、基礎基材１２の上、又はその中に固着される必要があ
ることは理解されるべきである。重合体樹脂材が定着、又は固着される方法は、その物理
的且つ／又は化学的要件に依存する。感光性樹脂は光によって硬化し、一方ホットメルト
材は冷却によって定着する。水性ラテックスと水性分散体は乾燥され、及び熱で硬化し、
反応システムは熱によって硬化される。したがって、重合体樹脂材は硬化、冷却、乾燥、
またそれらの組み合わせによって定着され得る。
【００４３】
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　重合体樹脂材を適切に定着させるには、その材料の基礎基材１２の中への浸透と内部で
の配置をコントロールすること、すなわち、基礎基材１２の望ましい容積の中に材料をコ
ントロールし、且つ制限することが必要とされる。このようなコントロールは、ウィッキ
ング及びスプレッディングを防ぐために、基礎基材１２の表平面の下において重要である
。そのようなコントロールは、例えば重合体樹脂材が接触してすぐに定着する温度に基礎
基材１２を維持することによって、果たされることができる。重合体樹脂材が基礎基材１
２の望ましい容積を越えて拡散する前に定着するような、ある程度の解放性を有する基礎
基材上で、よく知られた、又はよく規定された硬化時間、あるいは反応時間を有する材料
を使用することによって、コントロールは又果たされることができる。
【００４４】
　パターンが基礎基材１２を横切る横断レール１８、２０の間にあるバンドにおいて完成
したとき、基礎基材１２はバンドの幅と等しい長さまで縦に進められ、及び上記の手順は
以前に完成したバンドと隣接している新しいバンドに、予め決められたパターンを生じさ
せるために繰り返される。この繰り返しのやり方で、基礎基材１２全体は予め決められた
パターンを備えることが出来る。
【００４５】
　別法では、再度基礎基材１２の端部から、あるいは、そこで縦方向へ伸張した基準スレ
ッドから好ましくは始まっている、ピエゾジェットの配列１６は横断レール１８、２０と
関連する固定場所にとどめられ、一方基礎基材１２は、基礎基材１２の周囲にある縦のス
トリップにおいて望ましいパターンに重合体樹脂材を沈積させるために、その固定場所の
下に動かされる。縦のストリップの完成によって、ピエゾジェットの配列１６は縦のスト
リップと同じ幅まで、横断レール１８、２０において、横方向へ動かされ、及び上記の手
順は以前に完成したものと隣接している新しいバンドに、予め決められたパターンを生じ
させるために繰り返される。この繰り返しのやり方で、全基礎基材１２は前もって決めら
れたパターンを備えることが出来る。
【００４６】
　基礎基材１２を覆う１つ以上のパスは、望ましい量の材料を沈積させ、望ましい形を製
作するためにピエゾジェットの配列によって作られる。この点に関して、沈積は一般的に
図７で示されているような数々の形を取りうる。その形は上方へと先細りしている厚い基
底を持つ、四角形、円錐、長方形、楕円形、台形などである。選択されたデザインに依存
して、沈積された多くの材料はジェットが繰り返し沈積領域を横切るにつれ、減少するや
り方で層にされ得る。
【００４７】
　横断レール１８、２０の一端に、ジェット検査ステーション２２がそれぞれのジェット
からの重合体樹脂材の流れをテストするために設けられている。そこにおいて、製造ジェ
ットユニットの自動的な働きを回復させるために、ジェットは汚れを除去、洗浄される。
２番目のステーション、すなわち画像／修復ステーション２４において、横断レール２６
、２８は、基礎基材１２を横切って平行移動しているディジタル画像カメラ３０と、基礎
基材１２と横に、且つ横断レール２６、２８の間に関係して縦に交差して平行移動する修
復ジェットの配列３２を、基礎基材１２が静止している間、支持する。
【００４８】
　ディジタル画像カメラ３０は、基礎基材１２において作り出された半連続の、又は連続
したパターンにおける、欠陥があったり欠損していたりする個別の要素又は同様の不良品
の場所を特定するために、沈積している重合体樹脂材を調べる。実際のパターンと望まし
いパターンとの比較は、ディジタル画像カメラ３０に連結された高速パターン認識（ＦＰ
Ｒ）処理装置によってなされる。ＦＰＲ処理装置は、欠陥がある、又は欠損していると検
知された要素に付加的な重合体樹脂材を沈積させよと、修復ジェットの配列３２に信号を
送る。その前には、横断レール２６、２８の一端において、修復ジェット検査ステーショ
ン３４が各々の修復ジェットからの、材料の流れをテストするために設けられている。そ
こで、製造修復ユニットの自動的な働きを回復させるために、各々の修復ジェットは汚れ
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を取り除き、清掃され得る。
【００４９】
　三番目のステーション、すなわち任意定着ステーション３６において、横断レール３８
、４０は、使用される重合体樹脂材を定着させるのに必要とされる定着装置４２を支持す
る。その定着装置４２は、使用される重合体樹脂材の要件によって決定される選択にした
がって、例えば、赤外線、熱い空気、マイクロウェーブ、レーザー源；冷たい空気；又は
紫外線や可視光線源といった熱源となる。
【００５０】
　最終的に、４番目で最後のステーションが任意研磨ステーション４４であり、そこでは
均一な厚さと滑らかで且つ巨視的に単一平面である表面を、基礎基材１２の表平面上にあ
る重合体樹脂材に備えさせるために、適切な研磨用具が使用される。任意研磨ステーショ
ン４４は粗い表面を有するロールと、研磨が均一の厚さ及び巨視的には単一平面の表面を
もたらすのを確実にするための、基礎基材１２の他側におけるもう一つのロール、又は支
持面（ｂａｃｋｉｎｇ　ｓｕｒｆａｃｅ）から成る。
【００５１】
　例として内側表面に重合体樹脂材の層を有する基礎基材１２の断面図である図２を参照
する。基礎基材１２は多層織りで縦糸５２と横糸５４から織られている。縦糸５２が横糸
５４中を織って出来た基礎基材１２の表面に姿を見せている突起５６は、基礎基材１２の
外側表面５８において確認される。基礎基材１２の内側表面６０は重合体樹脂コーティン
グ６２によって形成されている。
【００５２】
　重合体樹脂コーティング６２は、滑ることによる接触及び内側表面６０がロングニップ
プレスの潤滑されたアーチ型圧力シューを滑るときに結果として生じるであろう摩滅によ
る摩損から、基礎基材１２を保護する。重合体樹脂もまた、基礎基材１２を油や水に対し
て不浸透にさせるために、基礎基材１２に含浸する。重合体樹脂コーティング６２は時に
ポリウレタンから出来ており、及び重合体樹脂が基礎基材１２に適用されたのに続いて進
行する硬化過程の間、泡が形成されることを避けるために好ましくは１００％固体組成が
よい。硬化の後、重合体樹脂コーティング６２は滑らかな表面と均一な厚さを基礎基材１
２に与えるために、研磨され、磨かれる。
【００５３】
　図３は装置１０の任意定着ステーション３６及び任意研磨ステーション４４から出てき
て姿を見せたときの、完成したベルト７０の平面図である。ベルト７０は予め決められた
パターンにおける複数の個別の穴７４を除いて、重合体樹脂材７２のコーティングを有し
ている。
【００５４】
　そのパターンはランダム、又は基礎基材上の繰り返されるランダムパターン、若しくは
品質をコントロールするためにベルトからベルトへと繰り返されるパターンであり得るこ
とを注意する。
【００５５】
　図４は図３で示された完成したベルトの断面図である。この例において、重合体樹脂材
７２は、個別の穴７４によって示される領域を除いて、基礎基材１２の上に望ましい厚さ
の層を形成する。
【００５６】
　ベルトの代替的な実施態様は図５と図６において示されている。図５は、複数の交差す
る溝８０をベルト７６の表面に与える外側表面にある予め決められた配列上の重合体樹脂
材の複数の個別の領域７８を有している基礎基材１２の、ベルトの平面図である。
【００５７】
　図６は表面に重合体樹脂材の半連続的なネットワークを有するベルト９０の平面図であ
る。半連続的なネットワークは基本的に線形でベルト９０の至る所へと実質的に伸張して
いる。半連続的なネットワークの各部９２はネットワークを作っている他のものと平行す
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る実質的に真っ直ぐな線という形で伸張している。各部９２は重合体樹脂材から出来てお
り、それは隣接する部９２と共に、溝９４をその間によって規定する山の領域である。
【００５８】
　本発明の代替的な実施態様では、ポリマー沈積ステーション１４、画像／修復ステーシ
ョン２４、定着ステーション３６は、上記のように横方向に一定の間隔で繰り返し動かす
よりむしろ、螺旋技術を用いて基礎基材１２からベルトを作り出すのに適していてよい。
螺旋技術において、ポリマー沈積ステーション１４、画像／修復ステーション２４、定着
ステーション３６は、基礎基材１２の一端、例えば図１における左端で始まり、及び基礎
基材１２が図１において指示された方向に動くのにつれ、基礎基材１２を徐々に横切るよ
うに動く。ステーション１４、２４、３６及び基礎基材１２が動かされる割合は、最終的
なベルトにおいて望まれているパターンが連続するやり方で基礎基材１２上において螺旋
型にされるように、調整されている。この代替案において、ポリマー沈積ステーション１
４と画像／修復ステーション２４によって沈積させられる重合体樹脂材は、各々螺旋形の
パスとして定着装置４２の下で定着、又は固着され、及び基礎基材１２全体が装置１０を
通して進められた時、完全に定着される。
【００５９】
　別法では、ピエゾジェットの配列１６が基礎基材１２の周囲の縦のストラップにおける
望ましいパターンに重合体樹脂材を沈積させるとき、画像／修復ステーション２４と定着
ステーション３６もまた、ピエゾジェットの配列１６と並んだ固定場所に据えられ、一方
基礎基材１２はそれらの下を動き、最終的なベルトにおいて望まれているパターンが基礎
基材１２の周囲にある縦のストラップに適用される。縦のストラップが完成したら、ピエ
ゾジェットの配列１６、画像／修復ステーション２４、定着ステーション３６は縦のスト
ラップの幅と同じだけ横方向へ動かされ、その手順は以前完成したものと隣接している新
しい縦のストラップのために、繰り返される。この繰り返すやり方で、全基礎基材１２は
完全に覆われ得る。
【００６０】
　更に、装置全体は加工された材料と共に、固定場所にとどまる。材料は完全な幅のベル
トである必要はなく、特許文献５において開示されているような材料のストラップでもあ
ってよく、及び続いて完全な幅のベルトへと形成されるということは注意されるべきであ
る。上記の開示は参照によって本文中にここで組み込まれている。そのストリップは巻か
れておらず、完全な加工の後で一連のロールへと巻かれ得る。ベルト材料であるこれらの
ロールは保管され、それから例えばすぐ前記の特許の教示を使用するエンドレス形の全幅
構造を形成するために使用されることができる。
【００６１】
　上記に対する修正は明らかに当業者で対処できるが、補正クレームの範囲を超えた修正
をもたらすことは出来ないであろう。特に、ピエゾジェットは基礎基材上の前もって選択
された場所に材料を沈積させるために使用されるように、上記で開示されている一方、望
ましい範囲に滴を沈積させるための他の方法は、当業者に知られている、又は将来的に沈
積せられる、及びそのような他の方法は本発明の実践において使用されてよい。例えば、
半円球のような最終パターンといった比較的大きな規模のパターンを必要とする過程にお
いて、比較的大きな、単一の樹脂沈積ノズルさえ全ジェットの配列から成ってよい。その
ような方法の使用は、もし実施されたとしても、補正クレームの範囲を超えた発明をもた
らしはしないであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の方法によってベルトを製造するために使用される装置の略図である。
【図２】内側表面に重合体樹脂材の層を有する基礎基材の断面図である。
【図３】図１の装置から出て現れた時における完成したベルトの平面図である。
【図４】図３において表示されたものの断面図である。
【図５】ベルトの２番目の実施態様の平面図である。
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【図６】ベルトの３番目の実施態様の平面図である。
【図７】沈積させられる材料の多様な表現形の斜視図である。
【符号の説明】
【００６３】
１０　装置
１２　基礎基材
１４　ポリマー沈積ステーション
１６　ピエゾジェットの配列
１８、２０　横断レール
２２　ジェット検査ステーション
２４　画像／修復ステーション
２６、２８　横断レール
３０　ディジタル画像カメラ
３２　修復ジェットの配列
３６　任意定着ステーション
３８、４０　横断レール
４２　定着装置
４４　任意研磨ステーション
５２　縦糸
５４　横糸
５６　突起
５８　外側表面
６０　内側表面
６２　重合体樹脂コーティング
７０　完成したベルト
７２　重合体樹脂材
７４　個別の穴
７６　ベルト
７８　個別の領域
８０　溝
９０　ベルト
９２　半連続的なネットワーク
９４　溝
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